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原議保存期間 30年(平成62年３月31日まで)

有 効 期 間 一種(平成62年３月31日まで)

各管区警察局広域調整担当部長 警 察 庁 丁 規 発 第 7 8 号

警 視 庁 交 通 部 長 殿 平 成 3 1 年 ４ 月 1 7 日

各 道 府 県 警 察 本 部 長 警察庁交通局交通規制課長

「車両制限令の一部を改正する政令」の施行等に伴う交通警察の対応に

ついて(通達)

平成31年３月20日 「車両制限令の一部を改正する政令 （平成31年政令第41、 」

号。以下「改正令」という。別添１）が公布及び施行された。

本改正の経緯、改正令による改正後の車両制限令（昭和36年政令第265号。

以下「令」という ）の概要及びこれに伴う交通警察の対応の留意事項は下記。

のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

なお、本通達については、国土交通省道路局と協議済みである。

記

１ 改正の経緯

近年、国際海上コンテナ運送が活発化しており、物流における国際競争力

の強化の観点から、国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車が機動

的に通行できる環境の整備が必要になっている。

この点を踏まえ 平成30年３月31日に公布 同年９月30日に施行された 道、 、 「

路法等の一部を改正する法律 （平成30年法律第６号。別添２）による改正」

後の道路法（昭和27年法律第180号。以下「法」という ）においては、平常。

時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、国土交通大臣が物流上

重要な道路網を指定する「重要物流道路制度」が創設され、本年４月１日、

国土交通大臣による重要物流道路の指定が行われた。

この重要物流道路については、法第48条の18により、同道路における貨物

積載車両の能率的な運行が確保されるよう、特別の構造基準が定められるこ

ととされるなど、国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車が特別の

許可なく道路を通行することができる環境が整いつつある。

このような状況を踏まえ、道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障

がない道路については、国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車が

特別の許可なく道路を通行できるよう、改正がなされたものである。

２ 令の概要

法第47条第１項、令第３条第１項及び第２項の規定により、従前から、道

路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において

必要とされる車両諸元の最高限度が定められており、同最高限度を超える車

両を通行させようとする者は、法第47条の２の規定に基づき、道路管理者か

ら通行の許可（以下「特殊車両の通行許可」という ）を受けなければなけ。
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ればならないこととされている。

この点、今般、国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車が機動的

、 、 、に通行できる環境を整備するため 令第３条第４項を追加し 道路管理者が

道路の強度、線形その他の道路の構造を勘案して国際海上コンテナの運搬用

のセミトレーラ連結車の通行による道路の構造の保全及び交通の危険の防止

上の支障がないと認めて指定した道路を通行する国際海上コンテナの運搬用

のセミトレーラ連結車については、その重量及び長さに係る最高限度を引き

上げることとした。

３ 留意事項

(1) 令第３条第４項の規定に基づき道路管理者が指定した道路を通行する国

際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車については、その重量及び

長さに係る最高限度が引き上げられたものの、同項においては、高さに係

る最高限度（3.8メートル）は引き上げられておらず、通常その高さが4.1

メートルである国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車は、令第

３条第１項第３号の規定に基づき道路管理者が指定した道路以外の道路を

、 。通行する場合には 特殊車両の通行許可を得なければならないこととなる

(2) そのため、高さ4.1メートルの国際海上コンテナの運搬用のセミトレー

ラ連結車が機動的に通行できる環境を整備するべく、道路管理者において

は、今後、令第３条第４項の規定に基づく道路の指定に合わせ、これまで

に令第３条第１項第３号の規定に基づき指定した道路に加えて、新規に同

号に基づく道路の指定を行う予定である。

(3) この点、これまでも、道路管理者が令第３条第１項第３号の規定に基づ

き道路を指定する際や道路交通法（昭和35年法律第105号）第57条第１項

及び道路交通法施行令（昭和35年政令第270号）第22条第３号ハの規定に

基づき都道府県公安委員会が高さ4.1メートルの自動車が通行可能な道路

を定める際は 「車高4.1メートルの自動車が通行可能な道路を定める手続、

について （平成16年11月18日付け警察庁丁規発第77号）により、道路管」

理者と連携して対応しているところであるが、上記(2)の道路管理者によ

る令第３条第１項第３号の規定に基づく新たな道路の指定に当たっても、

都道府県公安委員会における対応と齟齬が生じることのないよう、道路管

理者と緊密に連携し、都道府県公安委員会としても、当該道路を指定する

ための都道府県公安委員会規則の改正を行うなど、適切に対応されたい。

なお、具体的な指定の手続については、別途指示する。



平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
道
路
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

２

道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
三
十
七
号
中
「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

３

道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
同
項
第
三
号
、」の
下
に
「
同
条
第
四
項
並
び
に
」
を
加
え
、「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
条
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。

（
高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

４

高
速
自
動
車
国
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
中
「
第
三
条
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

車
両
制
限
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
四
十
一
号

車
両
制
限
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

道
路
管
理
者
が
道
路
の
強
度
、
線
形
そ
の
他
の
道
路
の
構
造
を
勘
案
し
て
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
運
搬
用
の
セ
ミ

ト
レ
ー
ラ
連
結
車
の
通
行
に
よ
る
道
路
の
構
造
の
保
全
及
び
交
通
の
危
険
の
防
止
上
の
支
障
が
な
い
と
認
め
て
指
定

し
た
道
路
を
通
行
す
る
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
運
搬
用
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
の
重
量
及
び
長
さ
の
最
高
限
度

は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

重
量

次
に
掲
げ
る
値

イ

総
重
量

四
十
四
ト
ン
以
下
で
車
両
の
車
軸
の
数
及
び
軸
距
に
応
じ
て
当
該
車
両
の
通
行
に
よ
り
道
路
に
生

ず
る
応
力
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
値

ロ

軸
重

十
一
・
五
ト
ン
以
下
で
車
両
の
総
重
量
、
車
軸
の
数
及
び
軸
距
に
応
じ
て
当
該
車
両
の
通
行
に
よ
り

道
路
に
生
ず
る
応
力
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
値

ハ

輪
荷
重

五
・
七
五
ト
ン
以
下
で
車
両
の
総
重
量
、
車
軸
の
数
及
び
軸
距
に
応
じ
て
当
該
車
両
の
通
行
に
よ

り
道
路
に
生
ず
る
応
力
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
値

二

長
さ

十
六
・
五
メ
ー
ト
ル

第
十
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
道
路
に
つ
い
て
、
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
運
搬
用
の
セ
ミ
ト
レ
ー

ラ
連
結
車
に
関
し
、
道
路
管
理
者
が
当
該
道
路
の
構
造
を
保
全
し
、
又
は
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
必
要
と
認

め
ら
れ
る
徐
行
そ
の
他
の
通
行
方
法
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
道
路
を
通
行
す
る
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
運
搬
用
の

セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
連
結
車
は
、
当
該
通
行
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。
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平成年月日 土曜日 (号外特第号)官 報

道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
六
号

道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
道
路
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
六
節

自
転
車
専
用
道
路
等
（
第
四
十
八
条
の
十
三

第
四
十
八
条
の
十
六
）」を
「
第
六
節

自
転

第
六
節
の
二

車
専
用
道
路
等（
第
四
十
八
条
の
十
三

第
四
十
八
条
の
十
六
）

重
要
物
流
道
路（
第
四
十
八
条
の
十
七

第
四
十
八
条
の
十
九
）」に
、「
第
四
十
八
条
の
十
七

第
四
十
八
条
の
十
九
」

を
「
第
四
十
八
条
の
二
十

第
四
十
八
条
の
二
十
二
」
に
、「
第
四
十
八
条
の
二
十

第
四
十
八
条
の
二
十
五
」を「
第

四
十
八
条
の
二
十
三

第
四
十
八
条
の
二
十
八
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中
「
又
は
第
十
九
条
」
を
「
、
第
十
九
条
」
に
改
め
、「
ま
で
」
の
下
に
「
又
は
第
四
十
八
条
の
十
九

第
一
項
」
を
加
え
る
。
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第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
、
第
三
十
九
条
第
一
項
」
の
下
に「
、
第
四
十
四
条
第
五
項
及
び
第
七
項
」を
、「
第

四
十
四
条
の
二
第
八
項
」
の
下
に
「
、
第
四
十
八
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、「
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」

を
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
交
通
が
著
し
く
ふ
く
そ
う
す
る
道
路
若
し
く
は
幅
員
が
著
し
く
狭
い
道
路
に
つ
い
て
車

両
の
能
率
的
な
運
行
を
図
る
た
め
、
又
は
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
特
に

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、「
指
定
し
て
道
路
」
の
下
に「（
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
歩
道
の
部
分
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

交
通
が
著
し
く
ふ
く
そ
う
す
る
道
路
又
は
幅
員
が
著
し
く
狭
い
道
路
に
つ
い
て
車
両
の
能
率
的
な
運
行
を
図

る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

二

幅
員
が
著
し
く
狭
い
歩
道
の
部
分
に
つ
い
て
歩
行
者
の
安
全
か
つ
円
滑
な
通
行
を
図
る
た
め
に
特
に
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
場
合

三

災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

第
三
十
九
条
の
七
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
占
用
物
件
の
管
理
）

第
三
十
九
条
の
八

道
路
占
用
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、道
路
の
占
用
を
し
て
い
る
工
作
物
、

物
件
又
は
施
設
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
占
用
物
件
」
と
い
う
。）の
維
持
管
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
占
用
物
件
の
維
持
管
理
に
関
す
る
措
置
）

第
三
十
九
条
の
九

道
路
管
理
者
は
、
道
路
占
用
者
が
前
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
占
用
物
件

の
維
持
管
理
を
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
道
路
占
用
者
に
対
し
、
そ
の
是
正
の
た
め
必
要
な
措
置
を

講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
道
路
の
占
用
を
し
て
い
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
占
用
物
件
」
と

い
う
。）」
を
「
占
用
物
件
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
三
項
中
「
虞
」
を
「
お
そ
れ
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

５

道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
よ
り
損
失
を
受
け
た
者
に
対
し
て
、
通
常
生
ず
べ
き
損
失
を
補

償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
の
補
償
に
つ
い
て
は
、
道
路
管
理
者
と
損
失
を
受
け
た
者
と
が
協
議
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

７

前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
が
成
立
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
者
は
、
自
己
の
見
積
も
つ
た
金
額
を

損
失
を
受
け
た
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
額
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者

は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
補
償
金
額
の
支
払
を
受
け
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
収
用
委
員
会
に
土
地
収

用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
九
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
裁
決
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
章
第
八
節
中
第
四
十
八
条
の
二
十
五
を
第
四
十
八
条
の
二
十
八
と
す
る
。

第
四
十
八
条
の
二
十
四
中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
一
各
号
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
四
各
号
」
に
改
め
、
同
条

を
第
四
十
八
条
の
二
十
七
と
す
る
。

第
四
十
八
条
の
二
十
三
を
第
四
十
八
条
の
二
十
六
と
し
、
第
四
十
八
条
の
二
十
か
ら
第
四
十
八
条
の
二
十
二
ま
で

を
三
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
三
章
第
七
節
中
第
四
十
八
条
の
十
九
を
第
四
十
八
条
の
二
十
二
と
し
、
第
四
十
八
条
の
十
八
を
第
四
十
八
条
の

二
十
一
と
す
る
。

第
四
十
八
条
の
十
七
第
一
項
中
「
又
は
施
設
（
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
に
お
い
て
」
を
加
え
、「
第
四
十
八
条
の

十
九
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
二
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
八
条
の
二
十
と
す
る
。

第
三
章
第
六
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
六
節
の
二

重
要
物
流
道
路

（
重
要
物
流
道
路
の
指
定
）

第
四
十
八
条
の
十
七

国
土
交
通
大
臣
は
、
道
路
の
構
造
、
貨
物
を
積
載
す
る
車
両
（
以
下
「
貨
物
積
載
車
両
」
と

い
う
。）の
運
行
及
び
沿
道
の
土
地
利
用
の
状
況
並
び
に
こ
れ
ら
の
将
来
の
見
通
し
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、

全
国
的
な
貨
物
輸
送
網
の
形
成
を
図
る
た
め
、
貨
物
積
載
車
両
の
能
率
的
な
運
行
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
特
に
重

要
と
認
め
ら
れ
る
道
路
に
つ
い
て
、
区
間
を
定
め
て
、
重
要
物
流
道
路
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
指
定
に
係
る

道
路
の
道
路
管
理
者
（
国
土
交
通
大
臣
で
あ
る
道
路
管
理
者
を
除
く
。）に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
重
要
物
流
道
路
の
構
造
の
基
準
）

第
四
十
八
条
の
十
八

重
要
物
流
道
路
に
係
る
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
道
路
の
構
造
の
技
術
的

基
準
は
、
こ
れ
に
よ
り
重
要
物
流
道
路
に
お
け
る
貨
物
積
載
車
両
の
能
率
的
な
運
行
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
定
め

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
重
要
物
流
道
路
等
の
管
理
の
特
例
）

第
四
十
八
条
の
十
九

国
土
交
通
大
臣
は
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
か
ら
要
請

が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
お
け
る
道
路
の
維
持
又
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
の
実
施
体

制
そ
の
他
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
管
理
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
道
路
に

つ
い
て
当
該
各
号
に
定
め
る
管
理
を
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
代
わ
つ
て
自
ら
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
事
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

指
定
区
間
外
の
国
道
、
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
で
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

維
持
（
道
路
の
啓
開
の
た
め
に
行
う
も
の
に
限
る
。）

イ

重
要
物
流
道
路

ロ

重
要
物
流
道
路
と
交
通
上
密
接
な
関
連
を
有
す
る
道
路
で
あ
つ
て
、
当
該
災
害
に
よ
り
当
該
重
要
物
流
道

路
の
交
通
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
貨
物
積
載
車
両
の
運
行
の
確
保
を
図
る
た
め
に
当
該
重

要
物
流
道
路
に
代
わ
つ
て
必
要
と
な
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
の
同
意
を

得
て
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
も
の

二

都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
で
、
前
号
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

災
害
復
旧
に
関
す
る
工

事
（
高
度
の
技
術
を
要
す
る
も
の
又
は
高
度
の
機
械
力
を
使
用
し
て
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
も
の
に
限
る
。）

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
間
外
の
国
道
、
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
の
維
持
又
は
災

害
復
旧
に
関
す
る
工
事
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者

に
代
わ
つ
て
そ
の
権
限
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、政
令
で
定
め
る
。

第
五
十
条
第
五
項
中
「
聞
か
な
け
れ
ば
」
を
「
聴
か
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第

四
項
中
「
因
つ
て
」
を
「
よ
つ
て
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え

る
。

４

第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
区
間
外
の
国
道
の
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
に
要
す
る
費
用
は
、
当
該

都
道
府
県
の
負
担
と
す
る
。

５

第
四
十
八
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
区
間
外
の
国
道
の
維
持
に
要
す
る
費
用
は
、
当
該
指
定
区
間

外
の
国
道
の
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
の
負
担
と
す
る
。

第
五
十
一
条
の
見
出
し
中
「
工
事
」
を
「
工
事
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
四
十
八
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
の
維
持
又
は

災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
に
要
す
る
費
用
は
、
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
負
担
と
す
る
。

第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
」
の
下
に
「
、
指
定
区
間
外
の
国
道
の
維
持
若
し
く
は
災
害
復

旧
に
関
す
る
工
事
を
行
う
場
合
、
都
道
府
県
道
若
し
く
は
市
町
村
道
の
維
持
若
し
く
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
を

行
う
場
合
」
を
加
え
、「
第
四
項
」
を
「
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
同
条
第
四
項
」
を

「
同
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。
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第
六
十
九
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

第
四
十
四
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
の
補
償
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
十
九
条
第
三
項
を
削
る
。

第
七
十
一
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
認
定
」の
下
に「（
以
下
こ
の
条
及
び
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て「
許

可
等
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
詐
偽
」
を
「
偽
り
」
に
、「
許
可
、
承
認
又
は
認
定
」
を「
許
可
等
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
許
可
、
承
認
又
は
認
定
」
を
「
許
可
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」を「
第

四
十
四
条
第
四
項
又
は
前
二
項
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
四
十
四
条
第
六
項
及
び
第
七
項
」
に
、「
場

合
」
を
「
規
定
に
よ
る
損
失
の
補
償
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
の
二
第
三
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同

条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

道
路
管
理
者
は
、
こ
の
法
律
（
次
項
に
規
定
す
る
規
定
を
除
く
。）の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
許
可
等
を
受

け
た
者
に
対
し
、
道
路
管
理
上
必
要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
当
該
許
可
等
に
係
る
行
為
若
し
く
は

工
事
に
係
る
場
所
若
し
く
は
当
該
許
可
等
を
受
け
た
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
当
該
許
可
等

に
係
る
行
為
若
し
く
は
工
事
の
状
況
若
し
く
は
工
作
物
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
七
十
五
条
第
六
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
四
十
四
条
第
六
項
及
び
第
七
項
」
に
、「
場

合
」
を
「
規
定
に
よ
る
損
失
の
補
償
」
に
改
め
る
。

第
九
十
一
条
第
二
項
中
「
第
七
十
二
条
」
の
下
に
「
、
第
七
十
二
条
の
二
（
第
二
項
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
条

第
四
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
四
十
四
条
第
六
項
及
び
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
九
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
四
十
七
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
四
十
四
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
四
十
七
条
の
二
第
三
項
」
に
、「
、
第

六
十
九
条
」
を
「
、
第
六
十
九
条
第
一
項
並
び
に
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
四
条
第
六
項
及
び
第
七

項
」
に
、「
第
六
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
四
十
四
条
第
六
項
及
び
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
百
三
条
第
一
号
中
「
又
は
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
二
条
第
三
項
」
を「（
第
九
十
一
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
改
め
、
同
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

第
三
十
九
条
の
九
（
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
道
路
管
理
者

の
命
令
に
違
反
し
た
者

第
百
六
条
第
二
号
中
「
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
、「
同
項
」
を
「
こ
れ
ら
」

に
改
め
る
。

第
百
九
条
中
「
又
は
第
二
十
七
条
」
を
「
、
第
二
十
七
条
又
は
第
四
十
八
条
の
十
九
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
若
し
く
は
第
六
項
」
の
下
に
「
、
第
四
十
八
条
の
十
九
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
第
八
条
第
一
項
第
二
十
五
号
」
を
「
第
八
条
第
一
項
第
二
十
六
号
」
に

改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
第
三
十
八
号
を
第
三
十
九
号
と
し
、
第
三
十
七
号
を
第
三
十
八
号
と
し
、
同
項
第
三
十
六
号
中

「
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
三
十
七
号
と
し
、
同
項
中
第
三

十
五
号
を
第
三
十
六
号
と
し
、
第
三
十
四
号
を
第
三
十
五
号
と
し
、
同
項
第
三
十
三
号
中「
第
四
十
八
条
の
二
十
四
」

を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
七
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
四
号
と
し
、
同
項
中
第
三
十
二
号
を
第
三
十
三
号
と

し
、
第
二
十
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十

道
路
法
第
三
十
九
条
の
九
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ

り
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

第
八
条
第
二
項
中
「
第
二
十
七
号
、
第
三
十
三
号
又
は
第
三
十
六
号
」
を
「
第
二
十
八
号
、
第
三
十
四
号
又
は
第

三
十
七
号
」
に
、「
又
は
第
三
十
三
号
」
を
「
又
は
第
三
十
四
号
」
に
、「
前
項
第
二
十
七
号
」
を「
前
項
第
二
十
八
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
七
号
、
第
三
十
一
号
若
し
く
は
第
三
十
三
号
」
を
「
第
二
十
八
号
、
第
三
十
二

号
若
し
く
は
第
三
十
四
号
」
に
、「
第
一
項
第
二
十
七
号
」
を
「
第
一
項
第
二
十
八
号
」
に
、「
第
一
項
第
三
十
六
号
」

を
「
第
一
項
第
三
十
七
号
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
三
十
三
号
」
を
「
第
三
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
第
二
十
号
ま
で
、
第
二
十
二
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
、
第
二
十
九
号
か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
又
は
第
三

十
三
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
」
を
「
第
二
十
一
号
ま
で
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
、
第
三
十
号
か
ら

第
三
十
二
号
ま
で
又
は
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
八
号
ま
で
」
に
、「
第
九
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
」
を
「
第
九
号

か
ら
第
三
十
八
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
十
六
号
、
第
三
十
一
号
、
第
三
十
二
号
及
び
第
三
十
七

号
」
を
「
第
二
十
七
号
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
三
号
及
び
第
三
十
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
十
一

号
又
は
第
三
十
二
号
」
を
「
第
三
十
二
号
又
は
第
三
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
第
一
項
第
二
十
三
号
又

は
第
三
十
四
号
」
を
「
第
一
項
第
二
十
四
号
又
は
第
三
十
五
号
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
第
十
一
号
中
「
前
条
第
一
項
第
二
十
四
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
二
十
五
号
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
第
六
項
」
の
下
に
「
、
第
四
十
八
条
の
十
九
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
第
三
十
五
号
を
第
三
十
六
号
と
し
、
第
三
十
四
号
を
第
三
十
五
号
と
し
、
第
三
十
三
号
を
第

三
十
四
号
と
し
、
同
項
第
三
十
二
号
中
「
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
項
」
を
加
え
、
同
号
を

同
項
第
三
十
三
号
と
し
、
同
項
中
第
三
十
一
号
を
第
三
十
二
号
と
し
、
第
三
十
号
を
第
三
十
一
号
と
し
、
同
項
第
二

十
九
号
中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
四
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
七
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
十
号
と
し
、
同

項
中
第
二
十
八
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
五
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六

道
路
法
第
三
十
九
条
の
九
（
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ

り
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

第
十
七
条
第
二
項
中
「
第
二
十
三
号
、
第
二
十
七
号
、
第
二
十
九
号
又
は
第
三
十
二
号
」
を
「
第
二
十
四
号
、
第

二
十
八
号
、
第
三
十
号
又
は
第
三
十
三
号
」
に
、「
前
項
第
二
十
三
号
」
を
「
前
項
第
二
十
四
号
」
に
改
め
、
同
項
た

だ
し
書
中
「
第
二
十
九
号
」
を
「
第
三
十
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
一
項
第
十
二
号
を
同
項
第
十
三
号
と
し
、
同
項
第
十
一
号
中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
三
」
を
「
第
四

十
八
条
の
二
十
六
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
第
十
号
中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
」

を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
九
号
中
「
第
四
十
八
条
の

二
十
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
八
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

道
路
法
第
四
十
八
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
す
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
十
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
九
号
中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
三
」
を
「
第
四
十

八
条
の
二
十
六
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
八
号
中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
二
第
一
項
」を「
第

四
十
八
条
の
二
十
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
第
一

項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

七

道
路
法
第
四
十
八
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
す
る
こ
と
。

第
三
十
五
条
中
「
第
八
条
第
一
項
第
二
十
三
号
」
を
「
第
八
条
第
一
項
第
二
十
四
号
」
に
、「
第
十
七
条
第
一
項
第

十
九
号
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
第
二
十
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
中
「
第
八
条
第
一
項
第
二
十
六
号
又
は
第
十
七
条
第
一
項
第
二
十
二
号
」
を
「
第
八
条
第
一
項
第
二

十
七
号
又
は
第
十
七
条
第
一
項
第
二
十
三
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
三
項
中
「
第
八
条
第
一
項
第
二
十
三
号
若
し
く
は
第
十
七
条
第
一
項
第
十
九
号
」
を
「
第
八
条
第

一
項
第
二
十
四
号
若
し
く
は
第
十
七
条
第
一
項
第
二
十
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
三
項
中
「
道
路
法
」
の
下
に
「
第
四
十
四
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、」を
加
え
、「
、
第
六
十
七

条
及
び
第
六
十
九
条
」
を
「
及
び
第
六
十
七
条
」
に
改
め
、「
に
お
い
て
」
の
下
に
「
、
同
法
第
四
十
四
条
第
五
項
か

ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
道
路
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
会
社
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
命

令
」
と
あ
る
の
は
「
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
又
は
一
時
使
用
」
と
」
を

加
え
、「
、
同
法
第
六
十
九
条
中
「
道
路
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
会
社
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
第
六
十
六
条
又
は

前
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
因
り
」
と
あ
る
の
は
「
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立

入
り
又
は
一
時
使
用
に
よ
り
」
と
」
を
削
る
。
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第
四
十
六
条
第
三
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
四
十
四
条
第
六
項
及
び
第
七
項
」
に
、「
前

項
の
場
合
に
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
の
補
償
に
つ
い
て
」
に
、「
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
同
条
第

六
項
及
び
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
一
項
第
三
十
五
号
又
は
第
十
七
条
第
一
項
第
三
十
一
号
」
を
「
第
八
条
第
一

項
第
三
十
六
号
又
は
第
十
七
条
第
一
項
第
三
十
二
号
」
に
改
め
る
。

（
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
平
成
二
十
年
度
」
を
「
平
成
三
十
年
度
」
に
改
め
、「
改
築
」
の
下
に
「
又
は
修
繕
」
を
加
え
る
。

第
三
条
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
を
第
六
条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
連
絡
道
路
に
関
す
る
工
事
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
）

第
五
条

国
は
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
特
定
連
絡
道
路
工
事
施
行
者
（
道
路
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
特

定
連
絡
道
路
の
道
路
管
理
者
の
承
認
を
受
け
て
当
該
特
定
連
絡
道
路
に
関
す
る
工
事
を
行
お
う
と
す
る
者
で
あ
つ

て
国
土
交
通
大
臣
が
政
令
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
る
も
の
を
い
う
。）に
対
し
当
該
工
事
に
要
す
る
費

用
に
充
て
る
資
金
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
貸
付
け
の
条
件
が
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る

基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
貸
付
け
に
必
要
な
資
金
の
一
部
を
無
利
子
で
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村

に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
「
特
定
連
絡
道
路
」
と
は
、
道
路
法
第
四
十
八
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
重
要
物

流
道
路
（
高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）と
商
業
施
設
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

施
設
そ
の
他
の
施
設
で
そ
の
利
用
者
の
う
ち
相
当
数
の
者
が
当
該
重
要
物
流
道
路
を
通
行
す
る
も
の
と
を
連
絡
す

る
道
路
（
他
の
道
路
と
平
面
で
交
差
す
る
も
の
を
除
く
。）で
あ
つ
て
、当
該
重
要
物
流
道
路
と
他
の
連
絡
道
路（
当

該
重
要
物
流
道
路
と
当
該
施
設
と
を
連
絡
す
る
道
路
を
い
う
。）が
連
結
す
る
部
分
に
お
け
る
交
通
の
混
雑
を
緩
和

す
る
た
め
に
整
備
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
貸
付
金
及
び
当
該
貸
付
金
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の

貸
付
金
に
関
す
る
償
還
方
法
そ
の
他
必
要
な
貸
付
け
の
条
件
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
中
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
二
条
の
改
正
規
定

は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
検
討
）

第
三
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路

法
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
整
備
特
別
措
置
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
の
項
第
一
号
イ
中
「
第
四
十
七
条
の
二
第
三
項
」を「
第

四
十
四
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、

第
四
十
七
条
の
二
第
三
項
」
に
、「
、
第
六
十
九
条
」
を
「
、
第
六
十
九
条
第
一
項
並
び
に
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
四
十
四
条
第
六
項
及
び
第
七
項
」
に
、「
第
六
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
四
十
四
条
第
六
項
及

び
第
七
項
」
に
改
め
る
。

（
高
速
自
動
車
国
道
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
又
は
第
二
十
七
条
」
を
「
、
第
二
十
七
条
又
は
第
四
十
八
条
の
十
九
第
二
項
」
に
改
め

る
。

（
踏
切
道
改
良
促
進
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

踏
切
道
改
良
促
進
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
五
項
中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
十
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
七
条
第
三
項
中
「
第
六
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
四
十
四
条
第
六
項
及
び
第
七
項
」に
改
め
る
。

（
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
八
条

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
二
十
四
条
第
一
号
ホ
中
「
若
し
く
は
第
四
項
」
を
「
若
し
く
は
第
六
項
」
に
改
め
る
。

総
務
大
臣

野
田

聖
子

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三




